
公的年金等確定申告不要制度の判定と住民税申告のフローチャート

　公的年金等の収入金額の合計が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得
金額が20万円以下である場合は、確定申告が不要となります（所得税の還付を受ける場合を除
く。）。
　また、所得税の確定申告をする必要がなくても、住民税申告は必要な場合がありますので、詳し
くは下記のフローチャートで確認してください。

遺族年金、障害者年金等の非課税年金を受給している又は預貯金を取り崩して生活しているな
ど前年に所得がない場合で、どなたの扶養にもなっていない人については、「所得０円」で住民
税の申告をしてください。
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注１

公的年金等以外の所得金額合計が

20万円以下である

公的年金等の収入金額（２か所以上ある場合は、その合計額）が400万円以下である

確定申告

住民税申告

公的年金等から所得税が

源泉徴収されている

公的年金等以外（給与、営業、農業、不動産、配当、一時 等）の所得がある

所得税が源泉徴収されている

所得税を計算すると

還付申告になる

確定申告

公的年金等の収入金額が

98万円（65歳以上の方は

148万円）を超えている

所得税を計算する

と還付申告になる

源泉徴収票に記載の控除に

変更・追加等がある
○扶養、障害者、寡婦控除の変更

○医療費控除の追加 等

住民税申告 申告不要

はい いいえ

いいえはい

はい はい

はい はい

はい はい

はい

いいえ

いいえ いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ


